
議案第１１号 

 

京丹後市網野山村体験交流センター条例の廃止について 

 

京丹後市網野山村体験交流センター条例を廃止する条例を別記のように定める。 

 

令和６年２月２６日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

平成２６年３月末以来休止していた京丹後市網野山村体験交流センターについて、令和６年３月３１日をもって本施設を廃止する

ものである。 
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（別記）  

京丹後市網野山村体験交流センター条例を廃止する条例  

 京丹後市網野山村体験交流センター条例（平成１６年京丹後市条例第１８２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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